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質問状 

 

 

  

 さて本会は、今年 4月 23日、『中央社会保険医療協議会の診療報酬基本問題小委員

会（第 115 回、平成 19年 12 月 7日開催）に提出された、「中医協 診－４－４，これ

までの宿題事項について－外来管理加算について②－」の参考資料として示された「内

科診療所における医師一人あたりの、患者一人あたり平均診療時間の分布」に関連し

て、以下の資料を開示されたい。 ①調査機関、②調査対象、③調査方法、調査用紙、

④個人情報を除いた調査結果』との行政開示請求書を提出した。 

 これに対し貴省より 5月 23 日、行政文書開示決定通知書が出され、『「時間外診療

に関する実態調査」ご協力のお願い（平成 19 年 7月）、平成 19年度厚生労働省委託事

業 時間外診療に関する実態調査（調査用紙）、時間外診療に関する実態調査（結果）』

が開示された。 

 

 この開示結果に対して、別紙の質問をするものである。恐縮であるが、10 日以内に

文書にて回答をいただきたくお願いするものである。 
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質問 

 

「イに規定する診察に要する時間として、医師が実際に概ね５分を超えて直接診察を行っている場合

に算定できる。この場合において、診察を行っている時間とは、患者が診察室に入室した時点を診

察開始時間、退室した時点を診察終了時間とし、その間一貫して医師が患者に対して問診、身体診

察、療養上の指導を行っている場合の時間に限る。」を以下、５分ルールと呼ぶ。 

 

Q1 

０７／１１／０２ 中医協議事録の原医療課長の発言より 

「外来管理加算につきましては、一定の処置や検査等を必要としない患者さんに対しまして、懇切丁

寧な説明や計画的な医学管理等といった医療行為を行うことを包括的に評価したものであり、一定の

処置や検査等を実施せずに計画的な医学管理を行った場合に算定できるとされております。」につ

いて； 

保険医及び保険医療機関は患者に対して懇切丁寧に診療することは前提でありますが、 

０７／１１／０２の時点の平成１８年度診療報酬点数表によれば、外来管理加算の算定要件は「計画

的な医学管理を行った場合は」（全文略）であり、「懇切丁寧な説明」は算定要件に含まれていません。

原医療課長自身も、０８／０２／１３ 中医協議事録の中で、「外来管理加算というのは、今まで外来で

処置等が行われない場合に、医療的な医学管理を行う場合ということになっていましたが、」と述べて

おられます。 

したがって、０７／１１／０２ の原医療課長の上記発言は誤りと思われますが、いかがかでしょうか。 

 

Q2 

情報開示によると、０７／１２／０７ 中医協の参考資料「内科診療所における医師一人あたりの、患者

一人あたり平均診療時間の分布」（以下、平均診療時間の分布のグラフ、別紙１）は「時間外診療に

関する実態調査」のデータより作成されたとありますが、 

「時間外診療に関する実態調査」の調査票のどの項目を用い、どのような計算式で作成されたのかを

具体的に示して下さい。 

 

Q3 

医師は診療時間の初めから終わりまで外来患者を診察しているわけではありません。 

「時間外診療に関する実態調査」の調査表には、患者が途切れている時間、有床診療所では回診し

ている時間、医師が行う検査（内視鏡検査、超音波検査等）を実施している時間、診療時間内に訪問

診療をしている時間、また診療時間内に出向いて行う学校医業務、予防接種、各種防災訓練、産業

医業務、警察医業務の時間を記入する項目がありません。 

「時間外診療に関する実態調査」のデータから平均診療時間の分布のグラフを作成したとすれば、こ

れらの時間は平均診療時間の分布のグラフの「診療時間」に含まれているのではないでしょうか。含

まれていないとすれば、どのようにして除外したのでしょうか。 
 

Q4 

「時間外診療に関する実態調査」の調査表には初診と再診の診療時間を記入する項目がありません。



初診は再診より時間がかかります。 

平均診療時間の分布のグラフには「診療時間」には、初診の「診療時間」も含まれているのではない

でしょうか。含まれていないとすれば、どのようにして除外したのでしょうか。 

 

Q5 

０８／０６／０４中医協資料（別紙２）にありますように、外来管理加算は内科だけでなく幅広く他の診

療科でも算定されています。 

「時間外診療に関する実態調査」の調査表の中から、内科診療所のみ抜き出して資料を作成した理

由をご回答下さい。 

 

Q6 

別紙２によると外来管理加算の算定比率が最も高い診療科は皮膚科です。 

「時間外診療に関する実態調査」の調査表の中から、皮膚科を抜き出して同様の計算式で平均診療

時間の分布のグラフを作成した場合、平均診療時間が５分以上である医療機関は９割よりはるかに

少なくなると思われますが、いかがでしょうか。 

 

Q7 

０７／１２／０７ 中医協議事録の原医療課長の発言より 

「この時間は、１カ月間の表示をしてあります診療時間と、それからその１月間の患者さん、これの割

合をとる。それから診療する医師が１人以上の場合もありますので、医師の人数で割る。そういう形で

もって１人当たりの診療時間の分布を見た。」 

医師の人数で割る、とありますが、以下の例題をご覧下さい。 

例題１：診療時間６０分の間に１０人の患者が来ました。平均診療時間は何分でしょう。 

答え：６０÷１０＝６分 

例題２：診療時間６０分の間に１０人の患者が来ました。医師が２人で診療しました。平均診療時間は

何分でしょう。 

答え：６０÷１０÷２＝３分 ←間違い 

正解：６０÷１０Ｘ２＝１２分 

「医師の人数で割る」ではなく「医師の人数を掛ける」が正しいのではないでしょうか。 

 

Q8 

０７／１２／０７ 中医協議事録の原医療課長の発言より 

「そういう中で患者さんに十分な説明をしていただいているのだろうかというようなこともありますので、

おおむね５分以上は普通はかけておられるだろうということから、今回は、１ページ目に戻りまして、大

体５分以上の医療機関が９割ぐらいでありますので、そういうあたりを目安に、やはり時間の目安を今

回設けてはどうかということを再度御提案申し上げたいと思います。」 

Q8-1 

上記の発言によると、平均診療時間の分布のグラフは５分ルールの「概ね５分」の目安となったと理解

してよろしいでしょうか。 

Q8-2 



上記の発言の「おおむね５分以上は普通はかけておられるだろう」の部分について質問します。これ

は、何かの資料をもとにした発言でしょうか。それとも原医療課長の私見でしょうか。 

資料をもとにした場合には、資料名をお示し下さい。 

 

Q9 

０８／０５／１５ 富山県での講演で原医療課長は、 

「外来管理加算の５分は、なぜ医師の面談のみでなければならないのか」の質問に対して、「ただ今

回はデータがなかったということもあり、医師がどれだけ患者に時間を費やしたか、でみている。その

ため５分を入れた。それしかデータがなかったんですから…」と回答しておられます。 

Q9-1 

上記発言の「医師がどれだけ患者に時間を費やしたか、でみている。」は平均診療時間の分布のグ

ラフのことをさしているのでしょうか。そうでないとすれば、どの資料でみているのでしょうか。 

Q9-2 

「それしかデータがなかったんですから…」のデータとは平均診療時間の分布のグラフのデータのこ

とでしょうか。そうでないとすれば、どの資料のデータでしょうか。 

 

Q9-3 

「それしかデータがなかったんですから…」とありますが、平成 17 年の「内科系外来技術の難易度及

び時間に係る調査」の診療所の再診の「診察時間」（別紙３）は外来管理加算に時間の目安を設ける

際のデータにはならないとお考えでしょうか。「ならない」と回答された場合には、ならない理由をお答

え下さい。 

 

Q10 

０８／０４／０４ 神奈川県保険医協会から電話での照会で、本間主査は「中医協のヒストグラムの資

料（平均診療時間の分布のグラフ）は「診察」の意味」と回答しておられますが、「診察の意味」とした

根拠をお示し下さい。 

 

Q11 

５分ルールの「概ね５分」の根拠について、森光課長補佐の説明では０８年１月の中医協の議論との

ことでありましたが、議事録に該当箇所が見つかりません。該当箇所をお示し下さい。 

 

Q12 

０７／１１／０２ 第１０６回診療報酬基本問題小委員会議事録 

０７／１２／０７ 第１１５回診療報酬基本問題小委員会議事録 

０８／０１／１６ 第１１８回診療報酬基本問題小委員会議事録 

０８／０１／１８ 第１１９回診療報酬基本問題小委員会議事録 

０８／０１／３０ 第１２２回総会議事録 

０８／０２／０１ 第１２３回総会議事録 

上記議事録の中に外来管理加算に関連する部分において、時間要件に関しては一環して「診療時

間」で議論されています。「診療時間」の文字列が２２回でてきます。これに対して、「診察時間」は０８



／０１／１６ 第１１８回診療報酬基本問題小委員会議事録の鈴木委員の発言の中に１回だけ出てく

るだけです。中医協において、「診療時間」と「診察時間」の違いについて議論された箇所があれば

お示しください。 

 

Q13 

０８／０１／１８ 第１１９回診療報酬基本問題小委員会議事録まで「診療時間」で議論がすすみなが

ら、０８／０２／０１ 第１２３回総会資料（別紙４）の外来管理加算の算定要件は「診察時間」になって

います。「診療時間」が「診察時間」に変更された理由をお示しください。 

 

Q14 

厚労省は「診療時間」と「診察時間」の違いに関する資料をお持ちでしょうか。もし存在するなら資料

名をお示しください。もし、存在しないなら、「診療時間」と「診察時間」はどれくらい違うとお考えでしょ

うか。 

 

Q15 

０８／０１／３０ 中医協議事録の原医療課長の発言より 

「この外来管理加算とデジタル加算合わせまして約２００億円強というふうに見込んでおります。」 

この２００億円強の算出式を、具体的に数値をもってお示し下さい。 

 

Q16 

０８／０４／０２の民主党議員立会いの下、青森、福島、東京、京都、神奈川県保険医協会、保団連と

の懇談の席で、影響額について提出することが議員から要請されていますが、いまだに提出されて

いません。いつ頃提出予定でしょうか。具体的な年月でご回答下さい。 

 

Q17 

「平成１８年社会医療診療行為別調査」から概算すると、外来管理加算が年間約２０００億円、老人外

来管理加算が約１０００億円になります。 

Q17-1 

この計算でよろしいでしょうか。 

Q17-2 

別紙３によれば、診療所の「診察時間」の５分未満は約５割です。「５分」で試算すると外来管理加算

のマイナス額は年間約１０００億円となります。実際には「概ね５分」ですので、これより少なくなるでし

ょうが、厚労省の試算の２００億円よりは、はるかに多くなると推計されます。 

５分ルールにより、０８年４月以降に、２００億円強の試算を大きく超えて削減効果があった場合、厚労

省はどうしますか。 

 

Q18 

原医療課長はm3.comのインタビュー（◆厚労省保険局医療課長・原徳壽氏に聞く）の中で、「５分」の

根拠は何ですか。という質問に対して、 

「丁寧な診察をして、患者さんが納得する診療をしてもらいたいということです。「３時間待ちで３分診



療」がよく問題視されています。だから「３分診療」ではだめなのです。」 

と答えられています。 

しかし、厚労省の「平成１９年我が国の保健統計」（厚労省ホームページより）の 

患者の視点から （受療行動調査より） 

１－14 病院に対する満足度 －平成 17 年－ （別紙５）によると、 

診察時間に対して「不満」は９．３％であるのに対して、待ち時間に対する「不満」は３０．７％です。 

Q18－1 

原医療課長はこの資料をご存知でしょうか。 

Q18－2 

この資料によれば、患者の視点からみると、「３時間待ちで３分診療」で問題なのは診察時間よりむし

ろ待ち時間ではないでしょうか。 

Q18－3 

５分ルールで「５時間待ちの５分診療」になった場合、患者の満足度は上がるでしょうか。 

むしろ下がると考えるのが自然と思いますが、いかがでしょうか。 

Q18－4 

何故、「３分診療」ではだめなのでしょうか。 

 

Q19 

別紙６及び別紙７は、内科を主たる診療科とする有床診療所における０８／０６／０９の 

診療時間と診察時間を分析したものです。５２名の外来患者が受診しました。 

標榜診療時間を外来患者数で割ると８．１分です。しかし、平均診療時間（医師以外のスタッフが行う

診療の時間は除く）は３．４分、平均診察時間は２．７分です。 

必要な説明、血液検査、レントゲン、超音波検査等の検査は行っています。 

受付窓口でアンケートをとったところ、 

診察時間はもっと長いほうがよい ０名 

もっと懇切丁寧な説明が聞きたい ０名 

待ち時間はもっと少ない方がよい １２名 という結果でした。 

これでも「３分診療」ではだめなのでしょうか。 

 

Q20 

「時間外診療に関する実態調査」のデータを流用して平均診療時間の分布のグラフを作成したことに

ついて、森光課長補佐は、「厚労省保健局医療課の文書は”今後の診療報酬改定の検討資料とす

ることを目的に”となっているので不正流用にはあたらない。みずほ情報総研のものは、あくまで、み

ずほ情報総研の文書なので、厚労省が不正流用したことにはならない。」と回答されているが、その

理解で間違いないでしょうか。 

 

Q21 

不正流用にあたらないとしたら、今後厚労省から医療機関に対する調査（委託を含む）の「ご協力の

お願い」に同様の但し書きがあった場合、あるいは、但し書きがない場合、調査内容が別の目的に使

用されることは有り得ると理解してよろしいでしょうか。 



 

Q22 

「時間外診療に関する実態調査」の「下書き」の“今後の時間外診療体制のあり方を検討するための

基礎資料とすることを目的にして”の部分が、実際に配られた文書では“今後の診療報酬改定の検討

資料とすることを目的に”とより利用範囲がより広くなっています。 

変更した理由は、調査の時点で他の資料にも調査結果を活用することを意図していたからでしょう

か。 

そうでないのであれば、何故調査目的を変更したのでしょうか。 

 

以上 

 


